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令和８年 第１回大和村定例農業委員会総会議事録 
 
１ 開催日時 令和８年１月２６日（月） ９：００ ～ １０：３０ 
 
２ 開催場所 大和村役場 第３会議室  
 
３ 出席者 
農業委員（５名） 

 １番 勝 三千也     ２番 藤村 秀久 
 ３番 玉野 公和     ４番 國副 八重子 
 ５番 上村 太一 
  
 農地利用最適化推進委員（２名） 
 
    泉 富保    坂元 龍馬 
  
４ 議事日程 
   

日程第１ 会議録署名委員の指名 
 

  日程第２ 会期の決定について 
 
日程第３ 諸般の報告 
 
日程第４ 協議 
 

   議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（大和浜地区） 
 

日程第５ 各農業委員・推進委員活動報告 
 
日程第６ 事務連絡 
      

       ・農業新聞の負担について 
・農振地区の見直しの長期化について 
・登記の電子確認について 
・貸借の情報提供、就農希望者について 
・福元地区の水利施設の更新事業の進捗について 

 
      
日程第７ その他 

・意向調査の強化実施について 
・防護柵の時期を早めて実施してほしい 
・たんかんブランド化、商標登録について 
・果樹農家の生産システムの導入について 
・たんかんの管理の確立について 

 
閉会  

 
農業委員会事務局職員 

  事務局長 福本 新平   農地主事 菊地 諒  会計年度任用職員 満 清久 
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議長 
 
 
委員 
 
議長 
 
 
 
議長 
 
 
委員 
 
議長 
 
 
事務局 
 
 
議長  
 
 
 
 
事務局 
 
 
 
 
 
 
 
 
２番委員 
 
 
 
 
議長 
 
推進委員 
 
３番委員 
 
２番委員 
 
議長 
 
 
委員 

日程第１ 会議録署名委員の指名を行います。大和村農業委員会会議規則第１９条第
３項の規定により，会長において指名いたします。これにご異議ありませんか。 
   

異議なし。 
 
 異議なしと認めます。それでは２番 藤村委員、３番 玉野委員の両氏を本日の署名 
委員に指名いたします。両氏は，よろしくお願いいたします。 
 
（会期の決定） 
 日程第２ 会期についてお諮りいたします。 
 会期については本日１日間といたしたいと思いますが，これにご異議ございませんか。 
 
 異議なし。 
 
 異議なしと認めます。よって会期については，本日１日間といたします。 
 日程第３ 事務局より諸般の報告を求めます。 
 
 第 12 回総会以降の諸般の報告につきましては，各農業委員のお手元にお配りした資料 
のとおりであります。以上で諸般の報告を終わります。 
 
 続きまして、日程第４ 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（大
和浜地区）について提案をいたします。議案第１号の内容説明を事務局から現地調査報告
を２番委員の藤村委員からお願いします。それでは，事務局より内容説明をお願いします。 
 
（議案第１号について内容説明） 
議案第１号につきまして，農地法第３条許可申請について（大和浜地区）の提案いたし

ます。令和８年１月１３日付で申請，同日付けで受理しております。譲渡人が○○○（奄
美市名瀬在住），譲受人が○○○（奄美市名瀬在住）で所有権移転の申請です。農地の
所在は大和村大字大和浜字○○○○○○の 1 筆で，面積 451 ㎡です。登記簿は畑，現況
地目は一般畑です。10a あたり 110 万円で売買されています。兼業農家ですが，就農日
数も年間 200 日以上可能とのことです。現況は数本のバナナが植えてあり今後はすもも
や柑橘を新植する予定とのことです。 

 
（現地調査報告） 
 現況を確認しました。定植されているバナナがありますが，新植もしていくとのこと
でした。ほかの農地に影響ないよう耕作していくように話しています。また経験もある
とのことで耕作意欲はあり問題ないと思います。今後も農地パトロールで様子を見てい
きます。 
  
議案第１号について審査質疑に入ります。何かご質問等ございませんか。 
 

 譲受人は、高齢ではあるが、体も元気で 10 年ほどできると思います。 
 
 ほかにも桜など植物を近隣で植えているが問題ないか。 
 
 問題ないと思います。 

 
 それでは議案第１号の農地法第３条の規定による許可申請について（大和浜地区）につ
いて原案のとおり承認することにご異議ございませんか。 
 
異議なし。 
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２番委員 
 
事務局 
 
 
議長 
 

異議なしと認め，議案第１号の農地法第３条の規定による許可申請について（大和浜地 
区）について原案のとおり許可することに決定いたします。 
  
 続きまして、日程第５ 各農業委員・推進委員活動報告を２番 藤村委員より順次お願 
いします。 

 
農業委員活動報告 
 ・貸借の意向について 
 ・農業用水の確認について 
 ・すもも選定について 
 ・新規就農者の状況について 
 ・高齢農家への援助 
 ・すももの開花について 
 ・カラス被害について 
 ・まほろば館の売れ行きについて 
 ・鳥獣被害防止柵について 
     
以上で，活動報告を終わります 
 
続きまして，日程第 6 事務連絡をお願いします。何かございませんか。 

 
 ・農業新聞の負担について 

・農振地区の見直しの長期化について 
・登記の電子確認について 
・貸借の情報提供、就農希望者について 
・福元地区の水利施設の更新事業の進捗について 

  
続きまして，日程第７ その他  何かございませんか。 
 
・意向調査の強化実施について 
・防護柵の時期を早めて実施してほしい 
・たんかんブランド化、商標登録について 
・果樹農家の生産システムの導入について 
・たんかんの管理の確立について 
 

 以上で、令和８年第１回定例農業委員会総会を閉会いたします。 
 
議事録署名委員  ２番委員（藤村） 
 
         ３番委員（玉野） 

 

 


